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介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム せきこもれび 

( 介護予防 ) 短期入所生活介護 

重 要 事 項 説 明 書  

 

＜ １ ＞ 当 施 設 の 概 要 

 

 （１）当施設の名称および所在地などは、次のとおりです。 

  ・事 業 所 名    特別養護老人ホーム せきこもれび 

  ・所 在 地      岐阜県関市肥田瀬４０２７番２ 

              郵便番号 ５０１－３９１１ 

  ・電 話 番 号    ０５７５－４６－８０００ 

  ・管 理 者 名    森 小百合 

  ・開 設 年 月 日  2016年 ４月 １日 

  ・介護保険指定番号   ２１７０２０１３４３号 

 

（２）当施設の従業者の職種および員数は、次のとおりです。 ( 長期入所の職

員含む )  

（３）従業者の職務内容は、次のとおりです。 

・管理者   

   施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行い

ます。管理者に事故があるときはあらかじめ管理者が定めた従業者が管理

者の職務を代行します。 

  ・事務員 

    施設の庶務及び会計事務を行います。 

  ・生活相談員 

      利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用

者又は身元引受人（家族等）の相談に応じるとともに、必要な助言その他

の援助を行います。 

  ・介護支援専門員 

     利用者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が

自立した日常生活を営む上での課題を把握し、短期入所生活介護計画の原

職種 人数 勤務形態 

管理者 １名 常勤・専任 

事務員 3 名以上 常勤・専任  

生活相談員 1 名以上 常勤・兼務 

介護支援専門員 1 名以上 常勤・専任、常勤・兼務 

介護職員 27名以上 常勤・兼務、非常勤・専任 

看護職員 3 名以上 常勤・兼務、非常勤・専任 

機能訓練指導員 1 名以上 常勤・兼務、非常勤・兼務 

医師 １名 非常勤・兼務 

管理栄養士 1 名以上 常勤・専任 



案を作成するとともに、必要に応じて変更を行います。 

  ・介護職員 

     利用者の日常生活の介護、相談及び援助業務を行います。 

  ・看護職員 

     医師の診療補助、及び医師の指示を受けて利用者の看護、健康管理、保健

衛生業務を行います。 

 ・機能訓練指導員 

   日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための

訓練を行います。 

  ・医師 

      利用者の診療、健康管理、保健衛生管理指導を行います。 

  ・栄養士 

      利用者に提供する食事の管理、利用者の栄養指導を行います。 

 

（４）当施設の利用定員は、２０名です。     

 

（５） 当施設が提供するサービスは、次のとおりです。 

① 基本原則 

 ・利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿

って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、 ( 介護予

防 ) 短期入所生活介護計画に基づき、利用者の日常生活上の活動につい

て必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援します。 

・各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことが

できるよう配慮します。 

・利用者のプライバシーの確保に配慮します。 

・利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把

握しながら、適切に行います。 

・従業者は、短期入所生活介護サービスの提供に当たって、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説

明します。 

 

② 介護 

・各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生

活を営むことを支援します。 

   ・利用者の日常生活における家事を、利用者がその心身の状況等に応じ

て、それぞれの役割を持てるように適切に支援します。 

   ・身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適

切な方法で入浴していただきます。 

   ・排泄が自立できるように支援します。 

   ・おむつ使用者について排泄の自立を図りつつ、おむつの適切な取り替え

を行います。 

   ・着替え、整容等の日常生活上の行為の適切に支援します。 

 



③ 相談及び援助 

・生活相談員は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的

確な把握に努め、利用者又は身元引受人（家族等）の相談に応じるとと

もに、必要な助言その他の援助を行います。 

 

④ 食事 

・食事は、栄養 並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した献立によ

り、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に提供します。 

・利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について

必要な支援を行うとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限

り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保します。 

 

⑤ 機能訓練 

・利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善

し、又はその減退を防止するための訓練を行います。 

 

⑥ 健康管理 

・常に利用者の健康の状況に注意するとともに、その記録を個人別に記録

します。 

・利用者に入院の必要な事態が生じた場合には、速やかに別に定める協力

病院等に引き継ぎます。 

 

⑦ ( 介護予防 ) 短期入所生活介護計画 

・計画担当介護支援専門員が利用者の有する能力、その置かれている環境

等の評価を通じて自立した日常生活を営むうえで利用者が解決すべき課

題を把握し、他の従業者と協議の上、 ( 介護予防 ) 短期入所生活介護サ

ービスの目標及び達成時期、 ( 介護予防 ) 短期入所生活介護サービスの

内容、 ( 介護予防 ) 短期入所生活介護サービスを提供する上で留意すべ

き事項等を記載した ( 介護予防 ) 短期入所生活介護サービス計画の作

成、見直しを行います。 

  ※但し、対象となる方は連続して４日以上ご利用された場合となります。 

 

（６）当施設の協力医療機関などは、次のとおりです。 

 ・協力医療機関    名 称   医療法人香徳会 関中央病院 

             所在地   関市平成通２丁目６番１８号 

 ・協力歯科医療機関  名 称   関歯科医師会 

             所在地   関市小屋名１２１－１ 

 

   （ 7 ）第三者による評価の実施状況 

 

第三者評価実施状況 
1 あり 

 

2 なし 

実施日 2022年10月 5 日 

評価機関名称 特定非営利活動法人 

 岐阜後見センター 

 



＜ ２ ＞ 利 用 料 金 

  

・施設サービスの提供は、介護保険法、老人福祉法及び関係法令に規定する利

用料負担により実施します。別紙料金表のとおりとなります 

  

（ 1 ）利用料金の支払い方法 

   a  支払いの方法は、利用者が指定する金融機関の口座からの自動引落によ

りお支払いください。ただし、支払い方法は相談に応じます。 

  ｂ 当施設から、毎月２０日前後までに、前月分の請求書を発行します。そ

の月の２７日までに支払いください。支払いが確認できましたら、領収書

を発行します。なお、自動引落により支払いをされる場合は、毎月２７日

またはその後の金融機関営業日に引き落としとなります。 

 

＜ ３ ＞ そ の 他 の 重 要 事 項 お よ び 確 認 事 項 

（ 1 ）苦情等への対応 

 ・当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

  ○苦情受付窓口  ℡０５７５－４６－８０００ 

   苦情受付担当者 生活相談員 山口裕美子・白築瞳  

 

 〇行政機関その他の苦情相談窓口 

  関市健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係 

            連絡先 ℡０５７５－２３－８９９３ 

  岐阜県中濃県事務所 福祉課 

            連絡先 ℡０５７５－３３－４０１１（代表） 

  岐阜県健康福祉部 高齢福祉課 介護保険者担当                  

            連絡先 ℡０５８－２７２－１１１１ 

                      （内線２５９８～２５９９） 

  岐阜県国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情相談係 

            連絡先 ℡０５８－２７５－９８２６ 

 

・施設サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に苦情

受付窓口を設置し、苦情を受け付けた時には速やかに事実関係を調査すると

ともに、対応の結果について利用者に報告します。 

 

( ２ ) 身体拘束の対応 

・施設サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を

行いません。なお、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録し

ます。 

 

( ３ ) 虐待防止に関する対応 

 ・施設サービスの提供にあたっては、利用者の擁護・虐待防止のため次の措置

を講じます。 



① 虐待を防止するための職員に対する研修を実施します。 

② 利用者及びその家族からの苦情対応体制の整備をします。 

③ その他虐待防止のためにカメラの設置等必要な措置を講じます。 

  ・虐待防止に関する責任者の選定及び措置を講じます。 

  ・必要性に応じて成年後見人制度の利用支援を行います。 

  ・介護相談員の受け入れを行います。 

  ・その他必要な措置を講じます。 

  ・施設サービス提供中に当該施設職員又は擁護者（利用者の家族等高齢者を

現に擁護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合

は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

（ 4 ）従業者等へのお心づかいは、一切ご遠慮申し上げます。 

  ・当施設では、利用者様本人、家族様その他の利用者様の関係の方から、現

金や商品券、季節の贈答の金品、菓子折などの、いわゆる「お心づかい」

は、一切受け取りません。万一、なんらかの金品をお持ちいただいても、

事情に関わらず一切受け取りませんので、持ち帰りいただくことになりま

す。なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

  

（ 5 ）貴重品の持ち込み 

  ・原則貴重品の持ち込みはご遠慮いたします。万一お持込された場合は本人

様管理とさせて頂きます。またそれに伴い紛失され場合、当施設は責任を

負い兼ねますのであらかじめご了承願います。 

 

（ 6 ）非常災害対策対応 

・当施設は、消防法施行規則第３条に定めのある、消防計画および風水害、

地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者を設置して、これらに

基づいて非常災害対策を行います。 

  

＜ ４ ＞ 個 人 情 報 の 取 り 扱 い  

 

（ 1 ）当施設での、利用者等の個人情報は、以下に示す場合に、目的に沿って

利用します。これ以外の場合には、正当な理由なく目的以外に利用するこ

とはありません。 

  a  当施設でのサービス提供に必要な場合 

   ・当施設の従業者間での必要な情報の交換 

   ・介護保険関係法令に定める、必要な事務手続き 

   ・利用開始時および終了時の情報管理 

   ・料金請求などの経理処理手続き 

 ｂ 行政当局その他の関係機関、関係者などへの情報提供に必要な場合 

   ・行政当局その他の関係機関および関係者に対する、利用者へのサービス

向上のために必要な情報提供 

   ・協力医療機関その他の関係する医療機関に対する、利用者の病状など診

療および医学的管理に必要な情報提供 

 



   ・利用者の家族あるいは代理人に対する、利用者の病状および心身の状況

の説明 

   ・介護保険関係法令に定める、行政当局などへの介護保険情報の提供 

   ・介護報酬審査支払機関への、介護報酬請求事務のための情報送付 

   ・行政当局などからの情報照会に対する回答 

   ・損害賠償保険事務に必要な保険引受機関への情報提供 

  ｃ その他の場合 

   ・当施設での、サービスの質の向上および業務改善のための基礎資料 

   ・当施設で受け入れている、各種の教育機関の学生の実習への協力 

   ・当施設の従業者が行う、医療・福祉に関する研究活動 

・行政当局その他の関係機関が行う、当施設に対する指導 ･ 監査 

   ・施設内での受傷の原因・虐待を疑う事案の解明（カメラによる録画） 

 

＜ ５ ＞ サ ー ビ ス 利 用 中 に 起 こ り う る 危 険 

 

 当施設では利用者様が快適な生活を送っていただけるよう、安全、安楽な環境

づくりに配慮します。しかし、利用者様の身体的な状況や病気、その他様々な理

由によって事故や、体調不良による急変が伴うことを十分にご理解ください。 

 

(１) 骨折、外傷 ( 内出血、皮膚剥離 ) 、頭蓋内損傷などの受傷 

  ・高齢者は、骨や血管、皮膚が弱く少しの衝撃であっても重傷となってしま

うことがあります。当施設では、利用者様の人権、尊厳保持の観点から基

本的には身体拘束や行動の制限を行いません。その為、歩行時の転倒、ベ

ッド、車いす、椅子からの転落等による骨折、外傷、頭蓋内損傷などが生

じる恐れがあります。事故が起きる可能性をご理解下さい。 

 

（２）病気の急な悪化や、新たな病気の発症 

   ・持病や新たな疾患を原因とした急変により、脳や心臓、全身などに症状が

現れ、重大な症状を引き起こす事や、死に至ることがあります。また、加

齢や、嚥下機能の低下によって引き起こされる、食事や、急な嘔吐による

誤嚥、誤飲、窒息の危険性もあります。 

 

（３）施設からの離設 

   ・認知症などにより危険予測等の判断能力が低下したことが原因で、施設か

ら出てしまわれる ( 以下、離設とします ) 可能性がございます。当施設は

ユニットケアを行う施設として、より家庭的な構造になっている事や、地

域との交流の為、開放スペースを設ける事もございます。離設防止の為、

細心の注意を払っておりますが、離設の可能性をご理解下さい。また、離

設されたと判断された場合、警察への通報を行う事がございます。 

 

 

 

 

 



＜確認欄＞ 

 

 私は、介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム  せきこもれびの ( 介護予防 )

短期入所生活介護サービスの提供に当たって、重要事項説明書の内容について説

明をおこない、書面をお渡ししました。 

 

     年   月   日    

 

説明者  

                                     

 

＜署名欄＞  

 

 私は、介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム  せきこもれびの ( 介護予防 )

短期入所生活介護サービスを受けるに当たって、重要事項説明書の内容について

十分な説明を受け、理解し納得しました。その上で、この重要事項説明書に署名

し、利用の契約を締結します。 

 

     年   月   日    

 

利用者本人氏名                 

 

 

代筆者氏名                  

                    （続柄） 

 

契約施設 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム せきこもれび 

 

施設長 森 小百合      

以下余白 


